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ここから下は広告欄です。内容についてのお問い合わせは、直接、広告主へお願いします。
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国
道
除
染
が
は
じ
ま
り
ま
す

　

国
道
４
号
の
道
路
除
染
が
国
土
交
通
省
に
よ

り
行
わ
れ
て
お
り
、
本
宮
市
内
は
11
月
か
ら
来

年
3
月
の
予
定
で
作
業
を
行
い
ま
す
。
作
業
期

間
中
は
車
道
・
歩
道
と
も
交
通
規
制
が
行
わ
れ

ま
す
。
ご
不
便
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、
円

滑
な
作
業
実
施
の
た
め
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

国
土
交
通
省
福
島
河
川
国
道
事
務
所　

福
島
国
道
維
持
出
張
所　

☎
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「
税
に
つ
い
て
の
無
料
相
談
所
」
開
設

　

11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は
「
税
を
考
え
る

週
間
」
で
す
。
二
本
松
税
務
署
管
内
地
区
税
務

協
議
会
と
東
北
税
理
士
会
二
本
松
支
部
で
は
、

税
理
士
に
よ
る
税
の
無
料
相
談
を
行
い
ま
す
。

相
続
税
や
贈
与
税
で
お
悩
み
の
人
、
所
得
税
の

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て
お
知
り
に
な
り
た

い
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
税
の
相
談
を
行
い
ま

す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
な
お
、

事
前
の
予
約
は
不
要
で
す
。

　

11
月
11
日
（
金
）
午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時

　

中
央
公
民
館
（
第
３
研
修
室
）

　

二
本
松
税
務
署　

総
務
課
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新
し
い
上
ノ
橋
の
工
事
が
始
ま
り
ま
す

　

県
で
は
、
上
ノ
橋
（
二
本
松
金
屋
線
）
の
架

け
替
え
事
業
を
進
め
て
お
り
、
本
年
度
よ
り
本

格
的
な
工
事
が
始
ま
り
ま
す
。
阿
武
隈
川
の
左

岸
側
（
仁
井
田
側
）
の
橋
の
土
台
を
造
る
た
め

の
工
事
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
順
次
、
橋
を
架
け

る
工
事
を
進
め
て
い
く
予
定
で
す
。

　

橋
に
接
続
す
る
た
め
の
道
路
整
備
も
計
画
し

て
お
り
、
現
在
、
道
路
に
必
要
な
土
地
の
取
得

を
進
め
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
現
在
の
上
ノ
橋
は
、
新
橋
の
完
成
後

に
撤
去
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

福
島
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ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

ま
ち
づ
く
り
係

☎
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問

　日時　　場所　　内容　　料金　　講師　　対象

　定員　　申込み　　問い合わせ先

時 場 内 料 講 対

定 申 問

新しい上ノ橋の架け替え予定地

子ども福祉課内　家庭児童相談室
☎24-5376

問

家庭児童相談室にご相談を

　本宮市福祉事務所では、すべての子どもが心身とも

に健やかに育つよう、子どもと家庭の問題について家

庭児童相談員が相談に応じています。

　・保育所、幼稚園、学校などでの集団生活に関わる

ことや不登校について　

・毎日の子育ての悩みや心配ごとについて　

・児童の虐待や家庭内暴力について　

・子どもの発育や心身の機能上の障がいについて

※そのほか家族や学校などで気がかりなことがあれ

ば、お気軽にご相談ください。児童本人、保護者や近

親者などからも広く相談を受け付けています。

　午前８時 30分～午後５時 15分（土日・祝日除く）

　電話または面談による相談に応じます。面談を希望

する場合、事前に電話で予約の上、おいでいただけれ

ば確実です。

問

問 時

時

場

内

申
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ここから下は広告欄です。広告掲載を希望される人は、市役所秘書広報課へお申し込みください。
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　I N F O R M A T I O N　お知らせ

ごみの収集を休みます
　　１１月　３日（木）文化の日
　　１１月２３日（水）勤労感謝の日

　 もとみやクリーンセンター　☎33-5499　
　 生活環境課　環境係　　　 ☎24-5362
　 白沢総合支所　市民福祉課　生活安全係　
　　　　　　　　　　　　　 ☎44-2114

　 生活環境課　環境係　☎24-5362

問

問

ごみ分別間違えやすい事例

ヘルメット（自転車・バイク）

　ピンク色（破砕するごみ）の
　指定袋へ

　※自転車・バイクなど、家庭で使用するものに
     限ります。（業務・事業系のものは収集できません）

　ごみの収集を行いませんので、ごみステーションへ
ごみを出さないようご協力をお願いします。
　また、もとみやクリーンセンターへの個人搬入もで
きませんのでご注意ください。

11月 9日は「119番の日」です
　１１９番通報をする場合、慌てず、落ち着
いて通報することが大切です。この機会に正
確な１１９番通報を身につけましょう。

119 番通報のポイント
１　火事か　救急か？
「火事です」、「救急です」とはっきり伝える
２　場所はどこか？
住所は正しく伝える。住所がわからない場
合は、目印となる工場や店、交差点名など
を伝える
３　火事や事故の状況は？
「隣の家が燃えています」「家族が倒れまし
た」など、状況をわかりやすく伝える
４　あなたの名前と電話番号は？
自分の名前と電話番号を伝える
※携帯電話の番号も正しく伝えられるよう
にしましょう

安達地方広域行政組合　南消防署　
☎33-2875

問

国民年金加入者へ控除証明書が届きます
　今年１月１日から９月 30日までに国民年金保険料を
支払った人を対象に、「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が、日本年金機構より発送されます。
　確定申告または年末調整の際に社会保険料控除を受け
ようとする場合、国民年金保険料を納付したことを証明
する書類として必要となりますので、大切に保管してく
ださい。もし、紛失などされた場合は再交付ができます。
再交付は控除証明書専用ダイヤルに電話で申請できます
が、届くまで一週間ほどお時間がかかります。
　なお、10月１日から 12月 31日までの間に、初めて
保険料を納付された人については、平成 29年２月上旬
に控除証明書が発送されます。

控除証明書専用ダイヤル
☎0570-003-004（ナビダイヤル）
（IP 電話、PHS 電話は、☎03-6630-2525）
【受付期間】11月１日（火）～平成29年３月15日（水）
【受付時間】月～金曜日：午前９時～午後７時
　　　　　　第２土曜日：午前９時～午後５時
※祝日（ 第２土曜日除く） 12月29日～１月３日はご利用いただけません

問

真心・親切、お客様の足となり日々安全運転！
一般貸切旅客自動車運送業
　　　　小型バスから大型バスまで

〒969－1101　福島県本宮市高木字猫田53－１
0243－34－4450TEL 0243－34－4481FAX

観光・研修会・冠婚葬祭等バスのご用命は

協和交通株式会社


